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十
日
町
市
を
中
心
と
す
る
中
魚
沼

地
方
は
二
月
に
入
っ
て
か
ら
集
中
豪

雪
に
見
舞
わ
れ
、
近
年
に
な
い
大
雪

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
市
で
は

こ
の
異
状
豪
雪
に
よ
る
雪
害
防
止
と

緊
急
対
策
を
実
施
す
る
必
要
か
ら
、

去
る
八
日
市
役
所
で
各
関
係
機
関
代

表
を
招
き
、
雪
害
対
策
打
合
せ
会
を

開
き
豪
雪
対
策
本
部
を
設
置
す
る
一

方
ま
ず
交
通
確
保
を
第
一
次
緊
急
対

策
と
す
る
当
面
の
対
策
と
、
今
後
の

対
策
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。

こ
の
日
の
会
議
で
は
市
側
か
ら
村
山

市
長
以
下
小
川
助
役
、
高
木
収
入
役

の
三
役
を
は
じ
め
関
係
各
課
長
、
関

係
機
関
で
は
土
木
出
張
所
、
警
察
署

病
院
、
十
日
町
駅
な
ど
約
五
十
名
の

代
表
が
出
席
し
ま
し
た
。

　
ま
ず
村
山
市
長
か
ら
道
路
交
通
確

保
の
た
め
全
市
民
の
協
力
態
勢
が
必

要
で
あ
る
と
あ
い
さ
つ
に
続
い
て
、

十
日
町
土
木
出
張
所
よ
り
現
在
の
状

況
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が

こ
の
時
点
で
は
当
面
の
対
策
と
し
て

ま
ず
交
通
（
確
保
）
対
策
が
話
し
合

い
の
中
心
と
な
り
、
連
日
実
施
さ
れ

て
い
る
除
雪
に
つ
い
て
全
市
民
の
皆

さ
ん
方
か
ら
ご
理
解
あ
る
ご
協
力
に

よ
ら
な
け
れ
ば
こ
の
事
態
の
収
拾
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
各
関
係

機
関
な
ら
び
に
嘱
託
員
の
方
を
通
じ

て
P
R
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

曝
、

　繋嬢

ま
し
た
。

　
今
後
の
除
雪
状
況
に
よ
っ
て
は
第

二
次
緊
急
除
雪
も
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
が
、
除
雪
期
間
中
は
つ
ぎ
の
こ

と
に
つ
い
て
ご
協
力
願
い
ま
す
。
除

雪
車
の
じ
や
ま
に
な
ら
な
い
よ
う
道

路
駐
車
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
歩

行
者
は
危
険
で
す
か
ら
充
分
注
意
す

る
こ
と
。
叉
家
根
か
ら
の
雪
お
ろ
し

は
道
路
除
雪
の
実
施
状
況
と
に
ら
み

合
わ
せ
て
タ
イ
、
ミ
ン
グ
よ
く
や
っ
て

い
た
だ
父
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
豪
雪
に
よ
る
災

　
害
防
止

　
雪
が
多
い
た
め
露
路
で
は
道
の
高

さ
が
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
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第
一
回
市
議
会
臨
時
会

は
一
月
十
四
日
開
会

◎
議
案
処
理

▽
商
工
福
祉
会
館
建
設
に

　
伴
う
一
般
会
計
補
正
予

　
算
債
務
負
担
行
為
に
つ

　
い
て
可
決

　
第
二
回
市
議
会
臨
時
会

は
一
月
二
十
四
日
開
会

◎
議
案
処
理

▽
十
日
町
市
手
数
料
条
例
一
部
改
正

▽
昭
和
四
十
年
度
一
般
会
計
補
正
予

　
算

▽
昭
和
四
十
年
度
特
別
会
計
国
保
補

　
正
予
算
以
上
可
決

▽
十
日
町
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部

　
改
正
条
例
は
総
務
財
政
委
員
会
に

鑛

　
付
託

▽
昭
和
三
十
九
年
度
一
般
会
計
決
算

　
認
定

▽
昭
和
三
十
九
年
度
特
別
会
計
決
算

　
認
定
な
ど
を
可
決

▽
新
潟
県
政
刷
新
に
関
す
る
決
議
案

　
を
可
決

◎
請
願
、
　
陳
情

▽
十
日
町
市
撚
糸
会
舘
建
設
費
助
成

▽
有
線
放
送
電
話
業
務
区
域
拡
張
に

　
伴
う
補
助
金

▽
東
下
組
小
、
下
条
中
学
校
東
下
組

　
分
校
教
員
住
宅
改
築

▽
市
道
山
谷
線
改
修

▽
市
道
小
泉
石
橋
線
改
良
工
事

▽
野
田
部
落
地
内
市
道
改
修

▽
市
道
原
、
反
目
線
改
良
工
事
の
施

工
方

▽
漉
野
部
落
内
市
道
拡
張
並
び
に
改

修
▽
下
条
平
場
地
区
簡
易
水
道
布
設
実

現
方

▽
十
日
町
小
学
校
通
学
道
路
橋
梁
整

備
▽
船
坂
橋
か
け
か
え

▽
田
中
町
東
区
測
溝
整
備
及
び
市
道

舗
装
　
　
以
上
採
択

▽
新
座
地
区
道
路
、
河
川
継
続
工
事

促
進

▽
梅
沢
、
中
条
新
田
部
落
地
内
市
道

拡
張
並
び
に
一
部
新
設

▽
野
中
橋
か
け
か
え

　
　
以
上
建
設
委
員
会
に
付
託

こ
の
た
め
電
線
に
触
れ
て
感
電
死
す

る
と
い
う
事
故
も
心
配
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
東
北
電
力
十
日
町
営

業
所
で
は
雪
お
ろ
し
の
際
に
電
線
を

切
ら
な
い
よ
う
叉
触
れ
な
い
よ
う
充

分
注
意
す
る
よ
う
に
と
呼
び
か
け
て

い
ま
す
。
又
幼
稚
園
、
保
育
所
の
子

供
さ
ん
を
お
持
ち
の
ご
家
庭
あ
る
い

は
小
学
校
低
学
年
の
児
童
の
い
る
ご

家
庭
で
は
、
通
園
、
通
学
時
の
雪
道

に
充
分
ご
注
意
い
た
だ
き
、
事
故
の

　
　
　
　
　
　
　
プ

な
い
よ
う
こ
こ
ろ
が
け
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
こ
の
ほ
か
の
対

　
策
に
つ
い
て

　
な
お
今
後
の
対
策
と
し
て
こ
の
ほ

か
通
信
確
保
、
電
力
供
給
確
保
に
つ

い
て
は
市
の
庶
務
課
、
生
活
必
需
物

資
の
確
保
、
産
業
物
資
の
確
保
に
つ

い
て
は
商
工
課
、
融
雪
害
防
止
、
農

林
害
防
止
は
農
林
課
並
び
に
関
係
団

体
、
消
防
対
策
は
消
防
署
、
保
健
衛

生
対
策
は
衛
生
体
育
課
が
そ
れ
ぞ
れ

担
当
し
て
事
態
の
発
生
に
よ
る
具
体

的
な
措
置
を
こ
う
ず
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

昭
和
4
1
年
度
予
算
編
成

要
求
額
1
0
億
6
千
万
円

近
く

　
昭
和
四
十
一
年
度
の
予
算
編
成
は

目
下
市
の
財
政
課
で
調
整
が
す
x
め

ら
れ
て
お
り
、
近
く
市
長
の
査
定
が

行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。　

昨
年
は
国
内
の
景
気
沈
滞
に
ょ
る

市
経
済
の
不
況
、
加
え
て
新
年
度
は

国
の
施
策
に
よ
る
国
債
発
行
、
相
当

大
巾
な
減
税
の
措
置
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
は
事
実
で
あ
り
そ
の
限
り
で
は

市
の
二
大
財
源
で
あ
る
、
地
方
税
収

入
や
地
方
交
付
税
収
入
は
大
巾
な
減

収
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
か
っ

て
な
い
き
び
し
い
局
面
に
直
面
し
て

お
り
、
当
市
の
予
算
編
成
も
極
め
て

困
難
な
状
況
で
従
前
に
も
ま
し
て
一

段
と
努
力
と
苦
心
が
要
請
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
予
算
編
成
に
当
っ

て
は
健
全
財
政
堅
持
を
第
一
義
と
し

て
、
市
民
生
活
の
向
上
と
福
祉
の
増

進
を
二
大
柱
と
し
て
後
進
地
域
か
ら

の
脱
却
を
め
ざ
し
て
市
経
済
の
成
長

発
展
に
努
め
る
こ
と
に
意
を
用
い
て

お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
既
存
財

源
の
確
保
に
つ
い
て
は
特
段
の
努
力

を
傾
注
し
、
国
県
の
補
助
金
、
資
金

の
導
入
に
つ
い
て
は
自
縄
、
自
縛
の

弊
を
ま
ね
か
ぬ
よ
う
慎
重
か
つ
積
極

的
に
行
い
、
消
費
的
経
費
を
抑
制
し

極
力
経
常
的
収
支
の
効
率
化
、
投
資

的
経
費
の
充
実
を
図
る
よ
う
努
力
し

て
お
り
ま
す
。

　
現
在
各
課
か
ら
提
出
さ
れ
た
予
算

の
要
求
総
額
は
約
十
億
六
千
八
百
万

円
で
こ
れ
に
対
し
て
市
で
才
入
と
し

市
長
査
定
へ

て
見
込
ま
れ
る
財
源
は
約
八
億
三
千

三
百
万
円
で
お
よ
そ
三
億
三
千
五
百

万
円
の
才
入
不
足
が
生
じ
る
恰
好
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
事
業
で
み
ま
す

と
ゴ
、
・
・
焼
却
場
、
公
営
住
宅
の
建

設
、
教
育
施
設
の
整
備
拡
充
、
農
業

構
造
改
善
事
業
、
都
市
計
画
等
が
あ

げ
ら
れ
て
お
り
経
費
の
精
査
と
収
入

の
積
算
が
進
む
に
つ
れ
て
才
入
の

不
足
は
縮
ま
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
こ
の
大
型
の
要
求
額
を
ど

の
程
度
予
算
化
す
る
か
、
そ
の
措
置

は
極
め
て
慎
重
に
配
慮
し
て
お
り
ま

す
が
、
相
当
な
困
難
が
予
想
さ
れ
ま

す
。　

以
上
予
算
編
成
の
概
況
に
つ
い
て

述
べ
ま
し
た
が
、
市
財
政
の
収
支
は

こ
N
数
年
来
な
い
困
難
な
事
態
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
効
率
的
な
予
算

の
編
成
を
確
保
す
べ
く
努
力
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
新
年
度
の
予
算
編
成

の
困
難
さ
を
市
民
の
皆
様
方
か
ら
深

く
ご
理
解
い
た
だ
き
、
格
段
の
ご
協

力
を
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。

　
非
課
税
限
度
額

　
　
の
改
正

　
通
勤
用
定
期
乗
車
券
の
現
物
給
与

等
の
非
課
税
限
度
額
が
改
正
に
な
り

ま
し
た
。

　
昭
和
四
十
一
年
一
月
一
日
以
後
に

支
給
期
が
く
る
も
の
か
ら
通
勤
定
期

券
の
場
合
は
千
六
百
円
（
従
来
は
九

百
円
）
に
自
転
車
通
勤
者
の
場
合
は

四
百
五
十
円
（
従
来
は
四
百
円
）
に

原
動
機
付
自
転
車
（
バ
イ
ク
）
等
通

勤
者
に
支
給
さ
れ
る
も
の
は
五
百
円

（
従
来
は
四
百
五
十
円
）
に
そ
れ
ぞ

れ
引
上
げ
ら
れ
ま
し
た
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
不
明
の
点
は
税
務
署
へ

（
十
日
町
税
務
署
）

　
林
業
講
演
会

と
　
き
　
昭
和
四
十
一
年
二
月
二
十

と
こ
ろ

主
　
催

後
援
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五
日
十
時
よ
り
十
五
時
迄
…

卜
日
町
市
本
町
新
潟
相
互
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

銀
行
ホ
ー
ル
（
市
役
所
前
）
㎜

十
日
町
地
区
林
業
改
良
協
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

十
日
町
市
　
十
日
町
市
農
馴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

業
協
同
組
合

▽
会
場
へ
先
着
十
名
様
に
記
念
品
を

　
二
十
名
中
よ
り
抽
せ
ん
に
よ
り
当

　
選
者
二
名
様
に
ス
ギ
に
施
す
林
業

　
肥
料
各
一
袋
を
贈
呈
し
ま
す
。

　
特
殊
寄
付

　
市
内
栄
町
高
金
織
物
㈱
社
長
高
木

平
八
さ
ん
は
、
こ
の
程
母
シ
ズ
さ
ん

（
八
十
才
）
の
ご
逝
去
に
よ
り
香
典

ム
妻
有
荘
に
そ
れ
ぞ
れ
寄
付
し
て
下

人
に
や
っ
て
下
さ
い
と
い
っ
て
金
二

百
円
寄
付
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

返
し
と
し
て
金
四
万
円
を
市
社
会
福
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

祉
事
務
所
に
金
一
万
円
を
老
人
ホ
ー
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

さ
い
ま
し
た
。
十
日
町
小
学
校
四
年
■

（
本
町
六
）
庭
野
弘
子
さ
ん
が
困
っ
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

戦
淡
者
の
妻
に
特
別
給
付
金
（
二
十
万
円
）

が
支
給
　
　
手
続
き
は
お
す
み
で
す
か
〃

　
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
の
戦

死
、
戦
傷
、
病
死
さ
れ
た
人
達
の
妻

で
あ
っ
て
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
一

日
に
お
い
て
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年

金
、
遣
族
給
与
金
等
の
給
付
を
受
け

て
い
た
未
亡
人
で
、
ま
だ
請
求
さ
れ

て
い
な
い
方
々
は
、
昭
和
四
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
も
れ
な
く
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。

鯉
講
濃
…
灘
離
繋

　
社
会
教
育
調
査

　
報
告
会

と
き
二
月
二
十
日
（
日
）

　
　
　
　
午
前
十
時
～
午
後
三
時

と
こ
ろ
　
十
日
町
公
民
舘

テ
ー
マ
と
報
告
者

◎
出
稼
ぎ
農
民
と
そ
の
家
族
の
生
活

　
へ
き
地
山
村
の
社
会
調
査

新
潟
大
学

玉
井
　
成
光
氏

会
田
　
　
彰
氏

竹
下
由
起
子
氏

小
川
る
り
子
氏

　
◎
デ
バ
タ
従
事
婦
人
の
医
学
的
調
査

　
　
研
究

　
　
中
条
病
院
　
　
　
水
戸
部
文
雄
氏

　
両
調
査
の
報
告
書
を
実
費
で
お
わ
け

　
し
ま
す
。

　
ご
希
望
の
方
・
は
市
教
委
社
会
教
育
課

　
長
あ
て
お
申
込
み
下
さ
い
。

　
　
精
神
衛
生
相
談

　
　
　
　
お
気
軽
に
ど
う
ぞ

　
◎
相
談
日
、
時
間

　
　
毎
月
一
回
　
午
前
十
時
～
正
午
ま

　
　
で

　
　
す
。

　
◎
料
金

ロ

■
◎
二
月
は
十
七
日
（
木
）
に
実
施
し
ま

ド

■
◎
病
院
の
医
師
の
都
合
に
よ
り
期
日

■
　
は
不
定
期
で
す
が
、
三
月
以
降
に

■
　
つ
い
て
は
そ
の
都
度
地
元
新
聞
等

■
　
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一

－
　
無
料

臨

但
し
検
査
や
診
療
書
等
を

要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

県
条
例
に
よ
り
料
金
を
徴

収
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　
◎
対
象
者

　
　
特
に
限
定
し
ま
せ
ん
が
、
精
神
障

　
害
者
と
思
わ
れ
る
者
、
医
療
放
置
者

　
神
の
健
康
に
つ
い
て
気
軽
に
相
談
日

■
を
利
用
し
て
下
さ
い
。

■
知
恵
お
く
れ
、
性
格
、
行
動
等
に
心

噂

．
配
な
子
供
或
は
自
分
の
性
格
等
に
悩

目
ん
だ
り
、
不
安
の
あ
る
者
等
広
く
精

■口

　
四
月
一
日
以
降
は
時
効
で
請
求
権

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
直

ぐ
市
町
村
役
場
、
叉
は
県
援
護
課
へ

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

　
　
1
市
役
所
社
会
福
祉
事
務
所
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

が
な
く
な
り
、
折
角
の
二
十
万
円
が
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

受
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
か
ら
ご
注
意
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

と
こ
ろ

担
当
者

そ
の
他

＋
日
町
保
健
所

県
悠
久
荘
医
師
堀
内
憲
政

氏時
間
が
比
較
的
短
く
混
雑

　
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で

　
（
そ
の
調
整
の
た
め
）
あ

　
ら
か
じ
め
御
連
絡
を
お

　
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
（
十
日
町
保
健
所
）
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　ロ
ノ、

　
第
十
七
回
雪

ま
つ
り
は
い
よ

い
よ
十
九
、
二

十
日
の
二
日
間

盛
大
に
行
わ
れ

ま
す
。
今
冬
は

異
状
豪
雪
と
な

り
雪
に
は
一
応

恵
ま
れ
ま
し
た

が
、
交
通
確
保

と
い
う
最
近
の

道
路
事
情
か
ら

呼
び
も
の
の
雪

の
芸
術
も
場
所

や
人
件
費
等
か

ら
例
年
の
よ
う

な
大
作
は
無
理

の
よ
う
で
す
。

　
行
事
は
前
夜

祭
の
雪
上
カ
ー
ニ
パ
ル
が
圧
巻
で
、

二
日
目
の
市
民
ス
キ
ー
大
会
、
水
石

展
な
ど
多
彩
な
協
賛
行
事
が
計
画
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
両
日
と
も
昭
和

町
三
丁
目
に
チ
ン
コ
p
市
が
開
か

　ゆノ、

ル

ン
7
レ
ッ
ト
を
全
戸

れ
、
雪
の
祭
典
に
賑
や
か
さ
を
加
え

ま
す
。

　
な
お
今
年
は
雪
ま
つ
り
案
内
の
バ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
全
戸
に
配
布
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
二
月
十
九
日
（
土
）

▽
歓
迎
レ
セ
ブ
シ
ョ
ソ
　
午
後
五
時

　
≧
六
時
二
十
分
、
体
育
舘

　
前
夜
祭

▽
雪
上
カ
ー
ニ
バ
ル
　
午
後
六
時
五

　
十
分
か
ら
十
高
グ
ラ
ン
ド

　
日
本
舞
踊
（
雪
獅
子
）
　
午
後
七
時

　
～
七
時
十
分
、
花
柳
花
春

　
ダ
ニ
ー
飯
田
と
パ
ラ
ダ
イ
ス
キ
ン

　
グ
　
午
後
七
時
十
分
～
七
時
二
十

　
五
分

　
き
も
の
シ
ョ
ー
　
午
後
七
時
二
十

　
五
分
之
七
時
五
十
分

　
金
井
克
子
シ
ョ
ー
　
午
後
七
時
五

　
十
分
硬
八
時
五
分

　
十
日
町
民
謡
繊
労
百
名
　
午
後
八

　
時
五
分
1
八
時
二
十
分

　
紋
紙
火
祭
り
、
ス
タ
ー
マ
イ
ソ

　
午
後
八
時
十
分
1
八
時
二
十
分

　
フ
ィ
ナ
ー
レ
　
午
後
八
時
二
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
▽
雪
の
芸
術
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
内

　
　
　
　
　
　
　
　
▽
チ
ン
コ
ロ
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
町
三

　
　
　
　
　
灘
肇

　
　
　
　
　
　
“

　
　
　
　
　
　
　
　
▽
写
真
コ
ソ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
▽
雪
の
芸
術
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
窓
展
　
市
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
山
線
沿
線

　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
▽
雪
の
芸
術
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
内

　
　
　
　
　
　
　
　
▽
市
民
ス
キ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
会
　
滑
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
回
転
、
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
権
現
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
午

　
　
　
　
　
　
　
　
▽
紅
白
柔
道
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
体
育
舘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
一
時

　
　
　
　
　
　
　
　
▽
チ
ソ
コ
ロ
市

に
配
布

昭
和
町
三
丁
目

▽
俳
句
大
会
　
公
民
舘
、
午
後
一
時

▽
川
柳
大
会
　
水
月
寺
、
午
後
一
時

▽
吟
詠
大
会
新
潟
相
互
銀
行
、
午

後
一
時

▽
水
石
展
　
水
野
町

▽
経
済
講
演
会
　
原
田
泰
男
、
大
原

万
平
　
織
物
会
舘
。
午
後
一
　
時

臨
時
列
車
を
運
転

雪
ま
つ
り
期
間
中
国
鉄
で
は
つ
ぎ

の
と
お
り
臨
時
列
車
を
増
発
運
転
い

た
し
ま
す
。
な
お
駅
前
に
は
市
役
所

の
案
内
所
が
開
設
し
て
あ
り
ま
す
。

【
二
月
十
九
日
】

▽
十
日
町
駅
十
五
時
四
十
分
、
越
後

　
田
沢
駅
着
十
五
時
五
十
五
分

▽
越
後
田
沢
発
十
六
時
、
十
日
町
駅

着
十
六
時
十
五
分

▽
十
日
町
駅
発
二
十
一
時
三
十
分
、

森
宮
野
原
駅
着
二
十
二
時
三
十
二

　
分

▽
十
日
町
駅
発
二
十
一
時
四
十
五
分

越
後
川
口
駅
着
二
十
二
時
二
十
二

　
分
（
こ
の
列
車
は
長
岡
ま
で
乗
り

　
入
れ
、
長
岡
駅
着
二
十
三
時
四
分
）

【
二
月
二
十
日
】

▽
十
日
町
駅
発
九
時
二
十
六
分
、
越

後
田
沢
駅
着
九
時
四
十
三
分

▽
越
後
田
沢
駅
発
九
時
五
十
五
分
、

十
日
町
駅
着
十
時
十
三
分

ケ
ガ
の
な
い
よ
う

楽
し
い
雪
ま
つ
り
に
1

　
こ
と
し
の
雪
ま
つ
り
は
豪
雪
と
か

さ
な
な
り
い
つ
も
と
は
違
っ
た
事
情

の
中
で
開
か
れ
ま
す
が
、
雪
ま
つ
り

期
間
中
に
お
け
る
い
ろ
く
の
事
故

防
止
の
た
め
警
察
署
や
、
雪
ま
つ
り

委
員
会
で
は
つ
ぎ
の
こ
と
に
つ
い
て

警
告
な
ら
び
に
協
力
を
呼
び
か
け
て

い
ま
す
。

　
一
、
前
夜
祭
会
場

　
三
年
ぶ
り
の
開
催
で
相
当
の
人
出

　
が
予
想
さ
れ
、
当
日
の
降
雪
の
具

　
合
や
、
雪
質
等
に
よ
り
最
も
危
険

　
性
が
あ
り
ま
す
。

　
当
夜
は
市
役
所
、
織
物
組
合
な
ど

　
か
ら
動
員
さ
れ
た
警
備
員
が
警
察

　
の
指
揮
の
も
と
で
警
備
に
当
り
ま

す
が
、
観
衆
の
方
々
は
、
こ
れ
ら

警
備
員
の
指
示
に
従
っ
て
行
動
さ

れ
る
よ
う
ご
協
力
願
い
ま
す
。

二
、
市
街
地

道
巾
が
雪
の
た
め
に
せ
ま
く
な
っ

て
い
ま
す
。
少
し
で
も
広
く
し
、

通
行
人
が
歩
き
易
い
よ
う
に
各
戸

で
家
の
前
の
整
備
を
お
願
い
し
ま

す
。
期
間
中
は
な
る
べ
く
自
動
車

を
路
上
に
お
か
な
い
よ
う
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

昭
和
町
三
丁
目
の
チ
ソ
コ
ロ
市
は

西
側
の
片
方
だ
け
出
店
す
る
こ
と

に
な
つ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人

出
の
多
い
場
所
に
は
ス
リ
が
い
ま

す
か
ら
、
フ
ト
コ
ロ
に
気
を
つ
け

て
く
だ
さ
い
。
叉
イ
ソ
チ
キ
露
天

商
に
ひ
っ
か
か
ら
な
い
よ
う
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

三
、
家
庭

と
に
か
く
お
祭
り
気
分
で
心
も
ゆ

る
み
、
家
の
中
も
留
守
に
な
り
が

ち
で
す
。
戸
締
り
を
忘
れ
ず
空
巣

や
火
の
も
と
に
ご
用
心
く
だ
さ

い
。十

ヶ
所
が
参
加

　
　
　
　
雪
の
芸
術
展

伝
統
の
雪
の
芸
術
展
は
十
二
日
現

在
特
別
作
品
の
「
歓
迎
門
」
駅
通
り

「
チ
ソ
コ
ロ
市
塔
」
昭
和
町
三
丁
目

実
高
の
雪
上
舞
台
「
花
の
幻
想
」
十

日
町
中
学
校
壁
画
、
飯
山
線
沿
線
の

市
内
小
、
中
学
校
の
車
窓
芸
術
の
ほ

か
高
田
町
二
丁
目
、
公
民
舘
青
年
学

級
、
職
業
訓
練
所
、
財
務
事
務
所
、

専
門
店
会
、
市
役
所
青
年
部
、
本
町

六
．
西
寺
町
、
商
工
会
議
所
親
和
会

な
ど
が
雪
ま
つ
り
事
務
局
に
申
し
込

ん
で
お
り
ま
す
。
な
お
協
賛
作
品
と

し
て
十
日
町
服
装
学
院
、
電
報
電
話

局
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

ど
し
ど
し
ご
参
加
を

　
　
　
　
　
ー
版
画
と
手
芸
教
室
ー

　
公
民
舘
で
は
次
の
よ
う
な
「
木
版

画
教
室
」
及
び
「
手
芸
教
室
」
を
計

い
画
た
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
多
数
ご

参
加
く
だ
さ
い

“
木
版
画
教
室
“

◎
期
日

　
第
一
回

　
三
月
五
日
（
土
）
六
日
（
日
）
、

　
午
後
一
時
～
三
時
半

◎
会
場

　
十
日
町
市
公
民
舘
第
一
学
習
室

◎
指
導

　
星
嚢
一
先
生
（
版
画
家
）

◎
用
具

　
彫
刻
刀
、
版
画
用
紙
（
和
紙
）

　
な
お
、
用
具
に
つ
い
て
は
第
一
日

　
目
に
指
導
及
び
あ
っ
せ
ん
も
し
て

　
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
期
間

　
毎
月
一
≧
二
回
位
の
予
定

◎
申
込

　
二
月
末
日
ま
で
に
十
日
町
市
公
昆

　
舘
宛
（
電
話
二
〇
八
○
）

“
手
芸
教
室
u

◎
期
日

　
二
月
二
十
二
日
（
火
）
午
後
一
時

昭
和
四
十
闘
年
度

　
～
四
時
（
第
一
回
）

　
二
月
二
十
四
日
（
木
）
午
後
一
時

　
～
四
時
（
第
二
回
）

◎
会
場

　
十
日
町
市
公
民
舘
実
習
室

◎
内
容

　
モ
チ
ー
フ
、
基
礎
編
み

◎
指
導

　
田
村
孝
子
先
生
他

◎
受
講
料

　
無
料

◎
持
参
品

　
毛
糸
三
～
五
色
で
あ
わ
せ
て
五
十

　
9
（
一
か
せ
）
位
残
り
毛
糸
で
よ

　
い
、
毛
糸
針
一
本
、
小
鋏
、
筆
記

　
用
具

　
※
希
望
あ
れ
ば
材
料
あ
っ
せ
ん
し

　
ま
す

◎
申
込

　
二
月
十
九
日
ま
で
に
十
日
町
市
公

　
民
舘
（
電
話
二
〇
八
○
）
又
は
十

　
日
町
市
婦
人
会
長
（
電
話
三
八
四

　
一
宛
）

新
潟
県
農
業
教
育
セ
ン
タ
ー

専
攻
科
研
修
生
募
集

一
、
応
募
者
資
格

　
身
体
強
健
、
志
操
堅
実
で
、
お
お

む
ね
十
八
才
≧
二
十
五
才
未
満
で
次

の
項
の
一
に
該
当
す
も
者

4
高
等
学
校
卒
業
者
又
は
卒
業
見
込

　
み
の
者

2
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

二
、
応
募
手
続

『
亀
、
隔
、
鞠
、
鞠
、
亀
、
髄
、
亀
、
隔
、
嚇
、
噺
、
亀
、
噺
、
唾
、
辱
、
馬
、
亀
、
鞠
、
亀
、
馳
、
q
、
鞠
、
鞠
、
鴨
、
隔
、
馳
、
鞠
、
噛
、
、
、
鴨
、
鞠
、
b
、
軸
、
軸
、
隔
、
贈
、
、
、
亀
、
隔
、
鞠
、
隔
、
鞠
、
隔
、
亀
、
亀
、
隔
『
鞠
、
隔
、
隔
、
噂
、
隔
、
亀
、
亀
、
隔
、
馳
、
亀
、
亀
、
庵
、
隔
、
隔
、
隔
、
馳

■
、
璽
、
唖
、
唖
㌧
』
、
唖
、
隔
、
隔
、
唖
、
亀
、
覧
、
隔
、
』
．
、
隔
、
噸
、
噺
曳
唖
、
亀
、
亀
、
、
、
勉
、
噺
、
唖
、
輔
、
隔
、
覧
N
隔
、
曝
、
隔
S
璽
～
隔
、
ー
、
隔
、
隻
、
隔
、
墜
N
噺
、
、
、
團
、
』
、
輔
、
贈
、
隔
、
隔
、
輔
、
』
黒
、
賢
、
嘱
醤
、
璽
、
唖
曳
ー
、
隔
、
唖
、
嵐
、
隔
、
ー
、
噺
、
唖
、
隔
蔵
、

　
◎
経
営
耕
．
地
面
積

　
市
内
の
経
営
耕
地
は
田
二
、
三
八

一
町
七
反
、
畑
九
六
四
町
六
反
、
樹

園
地
二
五
三
・
町
一
反
計
三
、
五
九
九

町
四
反
で
前
回
調
査
に
比
べ
一
六
七

町
五
反
の
減
田
二
六
町
九
反
増
加
し

畑
、
樹
園
地
は
そ
れ
ぞ
れ
一
三
八
町

三
反
、
五
六
町
一
反
と
減
少
し
地
区

別
に
最
も
減
少
率
の
高
い
地
区
は
十

日
町
地
区
の
七
・
七
％
、
中
条
地
区

五
・
九
％
、
水
沢
地
区
五
・
五
％
、

六
箇
地
区
五
・
○
％
、
川
治
地
区
四

・
三
％
、
下
条
地
区
三
・
六
％
で
吉

田
地
区
は
○
・
一
％
微
増
し
て
お
り

ま
す
叉
、
市
一
戸
平
均
経
営
耕
地
面

積
は
県
平
均
の
六
九
・
八
％
に
当
る

約
七
反
四
畝
で
、
前
回
市
平
均
よ
り

一
畝
減
少
し
、
地
区
別
平
均
経
営
耕

地
面
積
は
十
日
町
地
区
六
反
四
畝
、

中
条
地
区
六
反
三
畝
、
○
条
地
区
六

反
七
畝
、
吉
田
地
区
八
反
三
畝
水
沢

　
市
内
の
家
畜
は
乳
牛
、
〇
九
頭
、

役
肉
用
牛
八
〇
三
頭
、
馬
三
頭
、
豚

二
、
〇
三
〇
頭
鶏
一
八
、
四
五
六
羽

で
前
回
調
査
に
比
し
豚
は
六
三
・
八

％
と
大
巾
に
増
加
し
て
い
る
が
、
反

十
日
町
市
の
農
業

耕
地
一

一
②

戸
竿
均
七
反
四
畝

ー
目
立
つ
馬
の
減
少

地
区
八
反
八
畝
、
六
箇
地
区
八
反
三

畝
、
川
治
地
区
七
反
三
畝
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　
◎
家
　
畜

面
役
肉
牛
、
馬
、
山
羊
、
め
ん
羊
の

減
少
が
目
立
ち
特
に
馬
に
至
っ
て
は

僅
か
三
頭
で
役
肉
用
牛
も
四
三
・
七

％
の
減
少
を
来
た
し
て
い
る
。
特
に

役
肉
用
牛
、
馬
に
つ
い
て
は
動
力
耕

運
機
等
の
普
及
増
加
に
伴
な
う
畜
力

農
作
業
の
減
少
に
基
因
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　
◎
農
業
機
械

　
昭
和
四
十
年
で
は
共
有
台
数
も
含

め
て
動
力
耕
運
機
が
二
、
一
〇
四
台

動
力
噴
霧
機
二
三
台
、
動
力
散
粉
機

一
〇
三
台
、
農
用
ト
ラ
ッ
ク
同
オ
ー

ト
三
輸
六
三
台
と
な
っ
て
お
り
、
農

用
機
械
の
う
ち
動
力
耕
運
機
及
び
、

動
力
散
粉
機
の
増
加
は
め
ざ
ま
し
く

動
力
耕
運
機
に
至
っ
て
は
二
三
戸
に

一
台
の
割
合
で
耕
地
約
一
町
七
反
に

一
台
の
割
合
は
県
平
均
二
町
に
対
し

一
台
を
は
る
か
に
上
っ
て
お
り
ま
す

　
ー
出
願
に
必
要
な
書
類

　
応
募
者
は
次
の
書
類
を
所
轄
農
業

改
良
普
及
所
長
を
経
由
し
て
、
農
業

教
育
セ
ソ
タ
ー
所
長
に
提
出
す
る
。

※
ア
、
入
所
願
書
、
※
イ
．
履
歴
書

ウ
、
最
終
学
校
の
卒
業
（
又
は
卒
業

見
込
み
）
証
明
書
、
※
エ
、
営
農
状

況
調
査
書
、
オ
、
最
終
学
校
の
最
終

学
年
成
績
証
明
書
、
※
カ
、
出
身
市

町
村
長
の
推
薦
書
、
キ
、
最
近
三
カ
月

以
内
の
無
帽
上
半
身
の
写
真

　
◎
中
卒
者
で
県
の
主
催
し
た
各
種

　
　
研
修
会
に
参
加
し
た
者
は
終
了

　
　
証
書
の
写
を
添
え
る
。

　
2
願
書
受
付
期
問

　
昭
和
四
十
一
年
二
月
十
日
か
ら
沼

和
四
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
。

入
所
願
書
は
書
留
便
と
し
て
封
筒
に

「
入
所
願
書
」
と
朱
記
す
る
。

3
願
書
提
出
先

　
西
蒲
原
郡
巻
町

　
新
潟
県
農
業
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

三
、
入
所
試
験

　
1
期
日

　
昭
和
四
十
一
年
三
月
十
五
日

　
2
場
所

　
西
蒲
原
郡
巻
町
　
新
潟
県
農
業
教

　
育
セ
ン
タ
ー

　
3
方
法

書
類
審
査
、
面
接
試
験

　
時
刻
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
受
検

　
票
交
付
の
際
通
知
す
る
。

四
、
合
格
の
発
表

　
昭
和
四
十
一
年
三
月
下
旬

五
、
参
考
事
項

　
ー
授
業
料

徴
収
し
な
い

　
2
特
典

ア
、
農
業
改
良
資
金
お
よ
び
農
業
近

代
化
資
金
等
が
優
先
的
に
借
り
受

　
け
が
で
き
る
。

イ
、
入
所
中
に
次
に
か
か
げ
る
免
許

取
得
に
必
要
な
素
地
を
与
え
る
。

　
▽
大
型
特
殊
免
許

　
▽
特
定
毒
物
実
地
指
導
員

　
▽
毒
物
、
劇
物
取
扱
者

　
▽
家
畜
人
工
授
精
師

働
き
な
が
ら
．
学
ぶ
人
に

通
信
教
育
を
ど
う
ぞ

　
新
潟
県
に
は
新
潟
高
校
と
高
田
高

校
に
通
信
制
が
設
け
ら
れ
、
全
日
制

や
定
時
制
と
同
じ
く
高
校
卒
業
の
資

格
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
市
教
育
委
員
会
事
務
局
社
会
教

育
課
で
は
こ
の
地
域
の
新
潟
高
校
の

通
信
教
育
を
学
習
し
て
い
る
人
の
た

め
に
ス
ク
！
リ
ソ
グ
、
科
目
試
験
、

学
習
会
な
ど
の
お
世
話
を
し
て
い
ま

す
。

　
詳
し
い
こ
と
を
知
り
た
い
人
は
、

新
潟
高
校
、
高
里
局
校
の
通
信
制
又

は
市
教
育
委
員
会
事
務
局
社
会
教
育

課
に
間
い
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
願
書
受
付
期
間

　
昭
和
四
十
一
年
二
月
二
十
日
～
四

　
月
十
八
日

新
潟
高
等
学
校
通
信
制

　
新
潟
市
下
川
原
町
、
電
話
（
6
6
）
五

　
二
六
八

高
田
高
等
学
校
通
信
制

　
高
田
市
南
城
町
、
電
話
高
田
五
五

　
二
三
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麟

1
告
示
第
七
号
－

　
地
方
自
治
法
第
二
四
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
く

「
十
日
町
市
財
政
事
情
の
作
成
及
び
公
表
に
関
す
る
条
例
」

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
昭
和
四
十
年
七
月
一
日
よ
り

同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
本
市
の
財
政

事
情
を
公
表
し
ま
す
。

　
昭
和
四
十
一
年
二
月
一
日

　
　
　
　
　
＋
日
町
市
長
村
山
謙
吉

ら
D
・マ

…
3
．
覧
9
（

o
o
　
O
●
o

●
　
　
♂
●
。

ー
4

市　税
285，27

33％

羅
　
　

庫支出金
，040
％

地方交付税
　181，817

　21％

入
73
ー

オ
8．罎

担
用

分
使
財
寄
繰
諸

鷺

教育費
　181，561
　　　21％

県支出金

　63，226

　7％

一繰越金
　37，912

　4％
総務費
146，759
　　　17％

市　偵
73，300

9％

その他
98，006

11％

土木費
118，278
　　　14％

、
・
」
，

　衛生費
　　49，2CO

　　　6％

農林水産業費

　98，115
　　11％

隈

召
、
室
二

九
二
、
二
三
一

一
一
五
、
六
三
四

一
二
七
、
九
九
二

二
〇
一
、
二
一
二

二
九
五
、
八
九
〇

補
助
費

扶
助
費

そ
の
他

物
件
費

人
件
費

投
資
的
事
業
費

一時借入金の状況

七
六
、
五
〇
〇
千
円

八
、
○
○
○
千
円

残
　
　
額

返
済
額

八
四
、
五
〇
〇
千
円

借
入
累
計
額

　
　
　
　
　
　

％
　
　
％

当初予算 788，900

12月未予算 873，571

収入済額 652，002　　　　　　（収入率75

（執行率73支出済額 634，672

教育債
129，056

．　　　38％

　　　　　　灘撫．
　　　　　　蓄鑛憬．
　　　　　　鐵騒欝躍
．“　・姦麹掌繕＝

「●i

その他
　56，560
　　　17％

±土木債
　　16，365

　　　　5％

水　道　債

106，821　31％

特別会計（千円）

比率予算額会計名
56．5139，225国民健康保険

9．824，166所療診

24．359，920道水上

7．017，310簡易水道
0．3747場畜と

2．15，041公益質屋
100246，409

渥頻

災害債
　29，579
　　9％

計

市有財産の状況

金額
　千円

積（㎡）面別種

17，279，875地土

90，1Z3物建

1Z，051預金，公社債

　
　
％

他
3

8
8

　
　

の
臥

　
2

そ

郵　政　省
　　　51，678
　　　　　15％

省
6
5
％

蔵
1

大

市民負担状況

借入先男

338，38

　100％

議耐

5，661円税1人当り

一
厘
！

1，634円保険料1人当り

β一

羅
鱗
齢
．
．

財
．
3
．
．

　
“

市町村民税
　　112，301

　　　39％

その他
10，8814％

電気・ガス税
16，000　6％

たばこ消費税
　　26，500

　　　　　9％

羅麟麟懸

　　　　●●・磁毒撃膨

固定資産税
119，58842％

一248一
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昭
和
4
1
年
度
地
方
税
制
の

改
正

　
政
府
は
二
十
一
日
の
閣
議
で
、
昭

和
四
十
一
年
度
税
制
改
正
の
要
綱
を

決
め
、
同
時
に
昭
和
四
十
一
年
度
地

方
税
改
正
の
大
綱
を
了
承
し
ま
し

た
。
こ
の
結
果
、
四
十
一
年
度
は
国

税
、
地
方
税
あ
わ
せ
て
三
千
五
百
八

十
四
億
円
（
初
年
度
二
千
三
百
十
五

億
円
）
の
減
税
を
行
な
う
こ
と
に
な

る
予
定
で
す
。
昭
和
四
十
一
年
度
地

方
税
改
正
の
大
綱
の
う
ち
市
町
村
税

関
係
の
内
容
及
び
取
扱
要
領
は
次
の

と
お
り
で
す
。
な
お
、
こ
の
改
正
案

が
可
決
、
成
立
す
る
の
は
例
年
の
と

お
り
三
月
三
十
一
日
に
な
る
見
込
み

で
す
。

　
　
一
、
市
町
村
民
税
関
係

一
、
個
人
市
町
村
民
税

に
つ
い
て

ω
基
礎
控
除
　
十
万
円
（
現
行
九
万

　
円
）

⑭
配
偶
者
控
除
　
八
万
円
（
創
設
）

③
扶
養
控
除

一
人
目
　
七
万
円
（
据
置
）

　
当
該
納
税
義
務
者
に
前
年
の
合
計

　
所
得
金
額
が
五
万
円
を
こ
え
る
配

　
偶
者
が
あ
る
と
き
は
六
万
円
（
現

　
行
五
万
円
）

二
人
目
以
下
　
四
万
円
（
現
行
三
万

　
円

　
〔
注
〕
取
扱
要
領

　
当
該
納
税
義
務
者
が
配
偶
者
控
除

　
を
行
な
っ
た
場
合
の
一
人
目
は
四

　
万
円
と
す
る
（
取
扱
上
は
二
人
目

　
以
下
と
な
る
）

　
当
該
納
税
義
務
者
が
配
偶
者
控
除

　
を
行
な
わ
な
い
場
合
（
当
該
納
税

確
定
申
告
書
は
お
早
目
に

16

日

　
昭
和
四
十
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
の
時
期
が
近
ず
い
て
ま
い
り
ま
し

た
。
税
務
署
で
は
本
年
か
ら
源
泉
で

徴
収
さ
れ
た
税
金
に
つ
い
て
還
付
を

う
け
る
た
め
に
確
定
申
告
書
を
提
出

さ
れ
る
方
に
は
納
税
相
談
の
日
時
を

指
定
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
は
二
月
十

3
月
応
日

六
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
書
の
記
載

方
法
等
に
つ
い
て
お
わ
か
り
に
な
ら

な
い
方
は
是
非
早
目
に
ご
来
署
く
だ

さ
い
ま
し
て
期
限
間
近
の
納
税
相
談

会
場
の
混
雑
の
防
止
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

　
義
務
者
に
前
年
の
合
計
所
得
金
額

　
が
五
万
円
を
こ
え
る
配
偶
者
を
有

　
す
る
と
き
上
記
に
よ
る
）
は
一
人

　
目
七
万
円
と
す
る

㈲
専
従
者
控
除

　
青
色
申
告
者
　
十
万
円
（
現
行
八

　
万
円
）

　
臼
色
申
告
者
　
六
万
円
（
現
行
五

　
万
円
）

⑤
退
職
所
得

　
退
職
所
得
に
か
か
る
住
民
税
所
得

　
割
に
つ
い
て
は
、
退
職
時
に
課
税

　
が
で
き
る
よ
う
に
措
置
し
、
源
泉

　
徴
収
を
行
な
う
見
込
み
で
あ
る
。

⑥
そ
の
他

ア
　
（
標
準
）
税
率
及
び
段
階
区
分
の

　
改
正
は
行
な
わ
ず
、
ま
た
各
種
控

　
除
等
に
お
い
て
初
年
度
、
平
年
度

　
の
差
異
は
設
け
な
い
予
定
で
あ
る

イ

　
県
民
税
に
お
け
る
調
整
税
額
控

　
除
は
四
十
一
年
よ
り
廃
止
す
る
見

　
込
み
で
あ
る
。

二
、
法
人
市
町
村
民
税

ω
法
人
税
割
の
税
率
調
整

　
法
人
税
の
税
率
引
下
げ
に
伴
な
う

　
法
人
の
市
町
村
民
税
の
減
収
を
回

　
避
す
る
た
め
に
法
人
税
割
の
税
率

　
調
整
を
行
な
う
予
定
で
あ
る
。

　
標
準
税
率
　
百
分
の
八
・
九
（
現

　
行
百
分
の
八
・
四
）

　
制
限
税
率
　
百
分
の
十
・
七
（
現

　
行
百
分
の
十
・
一
）

②
そ
の
他

　
法
人
の
市
町
村
民
税
の
課
税
標
準

　
で
あ
る
法
人
税
額
は
、
国
の
企
業

減
税
に
お
い
て
「
合
併
の
助
成
」

な
ど
の
た
め
に
講
ぜ
ら
れ
る
法
人

税
の
税
額
控
除
に
よ
る
控
除
前
の

法
人
税
額
と
す
る
よ
う
地
方
税
法

の
法
人
税
額
の
用
語
改
正
を
行
な

う
予
定
で
あ
る
。

二
、
固
定
資
産
視

　
土
地
の
新
評
価
に
伴
う
固
定
資
産

税
負
担
の
均
衡
化
を
図
る
目
的
で
、

昭
和
四
十
一
年
か
ら
漸
新
的
に
課
税

の
基
礎
と
な
る
価
額
の
引
上
げ
を
行

な
う
見
込
み
で
あ
る
。

上
昇
率
　
三
倍
未
満
　
　
一
・
一
倍

　
〃
　
　
三
借
以
上
八
倍
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・
二
倍

　
〃
　
　
八
倍
以
上
　
　
一
・
三
倍

　
〔
注
〕
▽
上
昇
率
は
、
三
十
八
年
度

　
評
価
額
に
対
す
る
三
十
九
年
度
新

　
評
価
額
の
割
合
で
あ
る
▽
借
率
を

　
乗
ず
る
基
礎
と
な
る
価
額
は
、
四

　
十
年
度
の
課
税
標
準
額
で
あ
る

　
三
、
都
市
計
画
税

　
都
市
開
発
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み

か
つ
都
市
計
画
事
業
の
費
用
に
あ
て

る
た
め
の
目
的
税
で
あ
る
都
市
計
画

税
の
性
格
に
て
ら
し
、
土
地
に
対
す

る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
税
負
担
の
暫
定
措
置
を
廃
止
し
、

新
評
価
に
基
ず
く
税
負
担
に
よ
る
こ

と
と
し
、
こ
れ
に
伴
う
税
負
担
の
激

変
を
緩
和
す
る
た
め
昭
和
四
十
一
年

度
か
ら
三
年
度
間
は
、
新
評
価
額
の

上
昇
割
合
に
応
じ
、
次
の
区
分
に
よ

っ
て
税
負
担
を
求
め
る
こ
と
と
な
る

見
込
み
で
あ
る
。

上
昇
率
　
三
倍
未
満
　
　
一
・
三
倍

　
〃
　
　
三
倍
以
上
八
倍
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・
六
借

　
〃
　
　
八
倍
以
上
　
　
一
・
九
倍

　
た
だ
し
、
農
地
に
つ
い
て
は
、
固

定
資
産
税
同
様
政
策
的
な
配
慮
か
ら

据
置
と
な
る
予
定
で
あ
る
。

譲
渡
所
得
の
計
算

　
こ
こ
数
年
来
土
地
や
建
物
の
よ
う

な
不
動
産
の
売
買
が
目
立
っ
て
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
棚
却
資

産
以
外
の
資
産
の
譲
渡
に
よ
っ
て
得

る
所
得
を
譲
渡
所
得
と
い
っ
て
お
り

ま
す
が
、
譲
渡
と
は
売
買
だ
け
で
な
．

く
、
む
づ
か
し
く
申
し
ま
す
と
「
所

有
権
、
そ
の
他
の
財
産
権
を
移
転
さ

せ
る
一
切
の
行
為
」
を
い
い
ま
す
の

で
交
換
、
競
売
、
公
売
、
収
用
、
法

盆
＝
＝
釦
＝
＝
一
＝
＝
＝
一
＝
＝
圏
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
買
＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
卿
＝
＝
一
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
＝
創
＝
＝
＝
一
＝
脚
＝
＝
＝
劉
＝
＝
＝
＝
二
＝
＝
＝
暉
＝
＝
一
＝
＝
＝
緊
＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
；

潔
湊
潔
懸
懸
懸
潔
潔
湊
麟
灘
撚
鱗

ζ
ζ
惹
鎌
ζ
ζ
懲
ζ
懲
懲
鎌
懲
懲
鎌
懲
懲
懲

浜湊湊一
、
調
停
と
は

　
金
を
貸
し
た
が
返
し
て
く
れ
な
い

貸
し
た
家
を
明
け
渡
し
て
く
れ
な

い
。
自
動
車
に
は
ね
ら
れ
て
け
が
を

し
た
か
ら
治
療
代
が
ほ
し
い
。
親
子

や
夫
婦
の
間
が
う
ま
く
行
か
な
い
。

こ
う
し
た
い
ろ
く
の
争
い
や
請
求

は
訴
を
お
こ
し
て
裁
判
を
受
け
れ
ば

い
い
の
で
す
が
、
裁
判
の
手
続
に
は

い
ろ
く
む
ず
か
し
い
規
則
が
あ
っ

て
法
律
知
識
が
必
要
で
す
し
、
費
用

や
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の
う
え

法
廷
へ
出
て
争
う
こ
と
も
．
親
せ
き

間
や
昔
な
じ
み
の
間
が
ら
で
は
ば
か

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ

（上）

の
よ
う
な
場
合
手
が
る
に
早
く
話
し

合
い
、
譲
り
合
っ
て
解
決
を
あ
た
え

て
く
れ
る
の
が
調
停
で
す
。

　
調
停
も
裁
判
所
の
公
正
な
手
続
で

け
で
す
。

二
、
調
停
の
種
類

　
調
停
に
は
現
在
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
、
そ
れ
ぐ
そ
の
扱
う
裁
判

所
が
決
っ
て
い
ま
す
。

　
　
1
宅
地
建
物
調
停

　
宅
地
や
家
屋
の
貸
し
借
り
な
ど
に

関
す
る
も
め
ご
と
を
解
決
す
る
も
の

い
ろ
い
ろ
の
も
め
ご
と
は

ま
ず
調
停
へ

あ
り
ま
す
が
、
法
律
的
な
む
ず
か
し

い
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
公
開
の
法

廷
で
な
く
裁
判
官
と
調
停
委
員
と
膝

つ
き
合
せ
て
話
し
あ
い
納
得
ず
く
で

解
決
す
る
の
で
す
か
ら
、
い
や
な
後

あ
じ
も
残
ら
な
い
し
法
律
論
で
は
片

ず
か
な
い
妙
味
も
出
せ
る
と
い
う
わ

で
簡
易
裁
判
所
で
扱
っ
て
い
ま
す
。

2
農
事
調
停

　
小
作
関
係
や
農
地
に
関
係
あ
る
も

め
ご
ど
を
解
決
す
る
も
の
で
地
方
裁

判
所
ま
た
は
、
当
事
者
が
合
意
で
定

め
る
簡
易
裁
判
所
で
扱
っ
て
い
ま
す

　
　
3
商
事
調
停

　
売
却
代
金
、
そ
の
他
商
事
上
の
も

め
ご
と
を
解
決
す
る
も
の
で
簡
易
裁

判
所
で
扱
っ
て
い
ま
す
。

　
　
4
鉱
害
調
停

　
鉱
害
の
た
め
に
生
じ
た
も
め
ご
と

を
解
決
す
る
も
の
で
地
方
裁
判
所
で

扱
っ
て
い
ま
す
。

　
　
5
一
般
調
停

　
ー
か
ら
4
ま
で
の
ど
れ
に
も
あ
て

は
ま
ら
な
い
す
べ
て
の
民
事
上
の
も

め
ご
と
を
解
決
す
る
も
の
で
、
簡
易

裁
判
所
で
扱
っ
て
い
ま
す
。

　
　
6
家
事
調
停

　
身
分
関
係
上
の
も
め
ご
と
や
、
家

族
親
族
間
の
争
い
を
解
決
す
る
も
の

で
、
家
庭
裁
判
所
で
扱
っ
て
い
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
）

金
額
i
③

特
別
控
除
額
は
そ
の
譲
渡
益
の
金
額

に
応
じ
次
の
よ
う
に
計
算
し
ま
す
。

①
譲
渡
益
が
三
＋
万
円
以
下
の
場
合

　
そ
の
譲
渡
益
の
全
額
。

②
譲
渡
益
が
三
十
万
円
を
超
こ
四
十

　
五
万
円
未
満
の
場
合
。
六
十
万
円

　
か
ら
そ
の
譲
渡
益
を
控
除
し
た
残

　
額
。

③
譲
渡
益
が
四
十
五
万
円
以
上
の
場

　
合
、
十
五
万
円
。

「
五
の
日
」
は

税
の
相
談
日
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人
に
対
す
る
現
物
出
資
は
も
ち
ろ
ん

贈
与
等
の
よ
5
な
無
償
譲
渡
も
含
ま

れ
ま
す
、
譲
渡
所
得
は
主
と
し
て
資

産
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
保
有
し
た

あ
と
で
、
そ
の
資
産
を
譲
渡
し
た
と

き
一
時
に
所
得
が
発
生
す
る
た
め
、

事
業
所
得
等
と
同
様
の
課
税
方
法
で

は
税
負
担
が
重
く
な
り
ま
す
の
で
次

の
よ
う
な
方
法
で
計
算
し
ま
す
。

譲
渡
収
入
金
額
－
取
得
価
額
等
の
必

要
経
費
H
譲
渡
益
1
①

譲
渡
益
ー
特
別
控
除
額
”
譲
渡
所
得

1
②

譲
渡
所
得
x
％
“
課
税
さ
れ
る
所
得

贈
与
税
の

　
と
こ
ろ
が
三
十
九
年
一
月
一
日
以

後
の
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
長
期
間

資
産
を
保
有
し
て
譲
渡
し
た
も
の

（
長
期
譲
渡
所
得
）
と
資
産
を
そ
の

た
も
の
（
短
期
譲
渡
所
得
）
と
に
区

分
し
、
短
期
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は

と
長
期
譲
渡
が
あ
る
場
合
は
計
算
が

複
雑
に
な
り
ま
す
し
、
資
産
を
譲
渡

し
て
他
の
資
産
と
買
換
え
た
よ
う
な

場
合
に
も
居
住
用
財
産
の
買
換
の
特

例
や
、
事
業
用
資
産
の
買
換
え
の
特

例
な
ど
有
利
な
措
置
が
設
け
ら
れ
て

お
り
ま
す
か
ら
、
く
わ
し
い
こ
と
は

税
務
署
へ
お
尋
ね
下
さ
い
。

取
得
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
譲
渡
し
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

二
分
の
一
課
税
の
適
用
は
認
め
ら
れ
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

た
が
っ
て
同
じ
年
に
短
期
譲
渡
所
得
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

タ
バ
コ
は
市
内
で
買
い
ま
し
ょ
う

タ
パ
コ
の
代
金
の
う
ら
か
ら
納
入
さ
れ

る
税
金
は
、
市
の
道
路
、
学
校
等
の

経
費
に
使
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

．
謹
搬
響
鑑
ρ

睡だ劉公
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も
成
人
と
な
ら
れ
る
み
な
さ
ん
か
ら

　
十
才
の
記
録
」
を
作
る
こ
と
に
い
た

　
り
思
い
出
多
い
も
の
に
す
る
た
め
に

一
　
市
な
ら
び
に
公
民
舘
で
は
、
今
年

ード

■
成
人
の
記
録
原
稿
を
募
集
し
、
　
コ
一

コ

■
し
ま
し
た
。
あ
な
た
の
成
人
式
を
よ

■目

申
告
と
納
税
は

　
昭
和
四
十
年
中
に
親
族
そ
の
他
の

個
人
か
ら
家
や
土
地
な
ど
の
不
動
産

や
、
株
式
、
現
金
と
い
っ
た
動
産
そ

の
他
の
財
産
で
四
十
万
円
を
超
え
る

財
産
を
も
ら
っ
た
人
や
、
同
じ
人
か

ら
四
十
年
、
三
十
九
年
、
三
十
八
年

の
三
年
間
に
一
年
に
つ
い
て
二
十
万

円
を
超
え
る
財
産
を
二
年
以
上
も
ら

っ
た
人
は
二
月
一
日
か
ら
、
三
月
十

五
日
ま
で
に
贈
与
税
の
申
告
と
納
税

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
贈
与
税
額
が
三
万
円
を
こ
え
る

場
合
で
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
申
請
に
よ
り
五
年
以

内
の
年
賦
延
納
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
農
地
を
推
定
相
続
人

（
二
十
才
以
上
）
に
贈
与
し
た
場
合

そ
の
贈
与
税
は
一
応
計
算
さ
れ
ま
す

が
、
将
来
相
続
の
と
き
に
そ
の
農
地

を
相
続
財
産
に
含
め
て
相
続
税
を
計

算
し
、
相
続
税
と
精
算
（
相
続
税
が

か
x
ら
な
い
と
き
は
贈
与
税
も
納
め

な
く
て
よ
い
）
す
る
納
期
限
の
延
長

の
特
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、
く
わ
し

い
こ
と
は
三
月
十
五
日
ま
で
に
税
務

署
に
ご
相
談
下
さ
い
。
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成人の門出に

あなたの思い出を

醐

　　　　　　　鞍　　　　雛鱗鑑撫

　
⑧
私
の
訴
え
た
い
こ
と

　
⑨
そ
の
他

◎
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
五
枚
以
府

◎
原
稿
に
は
か
な
ら
ず
住
所
、
氏
名

　
職
業
を
明
記
し
て
下
さ
い
。

◎
〆
切
り
は
三
月
二
十
日
で
す
。

◎
送
り
先
は
「
十
日
町
市
公
民
舘
」

　
（
十
日
町
市
学
校
町
）

◎
優
秀
作
品
八
篇
は
式
当
日
表
彰
い

　
た
し
ま
す
。

◎
不
明
な
点
は
十
日
町
市
公
民
舘

　
（
電
話
二
〇
八
○
番
）
へ
問
合
せ

　
下
さ
い
。

　
成
人
記
念
行
事
に
つ
い
て

成
人
式
　
五
月
八
日
（
口
曜
日
）

成
人
教
室
　
四
月
中
に
四
回

　
　
　
　
夜
七
時
三
十
分
か
ら
九

あ
な
た
の
若
々
し
い
率
直
な
声
を
多

く
の
人
達
に
も
聞
か
せ
て
下
さ
い
。

あ
な
た
の
原
稿
は
美
し
い
本
に
ま
と

め
て
式
当
日
全
員
に
お
わ
た
し
い
た

し
ま
す
。

　
募
集
要
項

◎
テ
ー
マ
は
次
の
中
か
ら
選
ん
で
下

　
さ
い
。

　
①
明
る
い
家
庭
を
つ
く
る
に
は

　
②
農
業
に
生
き
る

　
③
職
場
の
中
で
考
え
る
こ
と

　
④
彷
き
な
が
ら
学
ぶ

　
⑤
こ
ん
な
仕
事
に
一
生
を
さ
さ
げ

　
　
た
い
。

　
⑥
私
の
結
婚
観

　
⑦
は
じ
め
て
の
選
挙
権
を
得
て

饗
　
　
　
　
時
三
十
分
ま
で
十
日
町

　
　
　
　
市
公
民
舘
に
お
い
て
内

　
　
　
　
容
は
も
う
一
度
ご
通
知

　
　
　
　
し
ま
す
。

血
液
型
検
査
及
び
献
血
　
四
月
中

該
当
者
の
調
査
漏
れ
に
つ
い
て

　
市
役
所
の
住
民
票
に
よ
っ
て
通

知
を
し
ま
し
た
が
、
も
し
あ
な
た

の
友
人
等
で
調
査
漏
れ
が
あ
り
ま

し
た
な
ら
連
絡
し
て
下
さ
い
。

服
装
に
つ
い
て

　
清
潔
な
ふ
だ
ん
着
で
出
席
さ
る

よ
う
強
く
希
望
致
し
ま
す
。

　
　
【
写
真
は
昨
年
度
の
成
人
記

　
　
録
「
二
十
才
の
記
録
」
】
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